
 

一 

 
 

 

こ
ど
も
基
本
法
案 

新
旧
対
照
表 

 
〇
少
子
化
社
会
対
策
基
本
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
（
附
則
第
三
条
関
係
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

目
次 

 

前
文 

 

第
一
章 

総
則
（
第
一
条
―
第
九
条
） 

 

第
二
章 

基
本
的
施
策
（
第
十
条
―
第
十
七
条
） 

 

（
削
る
） 

 

附
則 

  

（
施
策
の
大
綱
） 

第
七
条 

政
府
は
、
少
子
化
に
対
処
す
る
た
め
の
施
策
の
指
針
と
し
て
、
総
合

的
か
つ
長
期
的
な
少
子
化
に
対
処
す
る
た
め
の
施
策
の
大
綱
を
定
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

２ 

こ
ど
も
基
本
法
（
令
和
四
年
法
律
第 

 
 

号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
定
め
ら
れ
た
同
項
の
こ
ど
も
大
綱
の
う
ち
前
項
に
規
定
す
る
総
合
的

か
つ
長
期
的
な
少
子
化
に
対
処
す
る
た
め
の
施
策
に
係
る
部
分
は
、
同
項
の

規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
大
綱
と
み
な
す
。 

  
 

（
年
次
報
告
） 

第
九
条 

政
府
は
、
毎
年
、
国
会
に
、
少
子
化
の
状
況
及
び
少
子
化
に
対
処
す

る
た
め
に
講
じ
た
施
策
の
概
況
に
関
す
る
報
告
を
提
出
す
る
と
と
も
に
、
こ

れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

こ
ど
も
基
本
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
国
会
へ
の
報
告
及
び
公
表

が
さ
れ
た
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
国
会
へ
の
報
告
及
び
公
表
が
さ
れ

た
も
の
と
み
な
す
。 

目
次 

 

前
文 

 

第
一
章 

総
則
（
第
一
条
―
第
九
条
） 

 

第
二
章 

基
本
的
施
策
（
第
十
条
―
第
十
七
条
） 

 

第
三
章 

少
子
化
社
会
対
策
会
議
（
第
十
八
条
・
第
十
九
条
） 

 

附
則 

  

（
施
策
の
大
綱
） 

第
七
条 

政
府
は
、
少
子
化
に
対
処
す
る
た
め
の
施
策
の
指
針
と
し
て
、
総
合

的
か
つ
長
期
的
な
少
子
化
に
対
処
す
る
た
め
の
施
策
の
大
綱
を
定
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

（
新
設
） 

     
 

（
年
次
報
告
） 

第
九
条 

政
府
は
、
毎
年
、
国
会
に
、
少
子
化
の
状
況
及
び
少
子
化
に
対
処
す

る
た
め
に
講
じ
た
施
策
の
概
況
に
関
す
る
報
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

   



  

二 

 
 

 

（
削
る
） 

  

（
削
る
） 

          

（
削
る
） 

 
 

 

第
三
章 

少
子
化
社
会
対
策
会
議 

  

（
設
置
及
び
所
掌
事
務
） 

第
十
八
条 

内
閣
府
に
、
特
別
の
機
関
と
し
て
、
少
子
化
社
会
対
策
会
議
（
以

下
「
会
議
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。 

２ 

会
議
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 

 

一 

第
七
条
の
大
綱
の
案
を
作
成
す
る
こ
と
。 

 

二 

少
子
化
社
会
に
お
い
て
講
ぜ
ら
れ
る
施
策
に
つ
い
て
必
要
な
関
係
行
政

機
関
相
互
の
調
整
を
す
る
こ
と
。 

 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
少
子
化
社
会
に
お
い
て
講
ぜ
ら
れ
る

施
策
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
審
議
し
、
及
び
少
子
化
に
対
処
す
る

た
め
の
施
策
の
実
施
を
推
進
す
る
こ
と
。 

  
 

（
組
織
等
） 

第
十
九
条 

会
議
は
、
会
長
及
び
委
員
を
も
っ
て
組
織
す
る
。 

２ 

会
長
は
、
内
閣
総
理
大
臣
を
も
っ
て
充
て
る
。 

３ 

委
員
は
、
内
閣
官
房
長
官
、
関
係
行
政
機
関
の
長
、
内
閣
府
設
置
法
（
平

成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
命
担
当
大
臣

及
び
デ
ジ
タ
ル
大
臣
の
う
ち
か
ら
、
内
閣
総
理
大
臣
が
任
命
す
る
。 

４ 

会
議
に
、
幹
事
を
置
く
。 

５ 

幹
事
は
、
関
係
行
政
機
関
の
職
員
の
う
ち
か
ら
、
内
閣
総
理
大
臣
が
任
命

す
る
。 

６ 
幹
事
は
、
会
議
の
所
掌
事
務
に
つ
い
て
、
会
長
及
び
委
員
を
助
け
る
。 

７ 

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
会
議
の
組
織
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な

事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

 

 
 



 

三 

〇 

青
少
年
が
安
全
に
安
心
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
で
き
る
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
七
十
九
号
）
（
附
則
第
四
条
関
係
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

第
八
条 

こ
ど
も
基
本
法
（
令
和
四
年
法
律
第 

 
 

号
）
第
十
七
条
第
一
項

に
規
定
す
る
こ
ど
も
政
策
推
進
会
議
（
第
三
項
に
お
い
て
「
会
議
」
と
い
う
。
）

は
、
青
少
年
が
安
全
に
安
心
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
で
き
る
よ
う
に

す
る
た
め
の
施
策
に
関
す
る
基
本
的
な
計
画
（
以
下
「
基
本
計
画
」
と
い
う
。
）

を
定
め
、
及
び
そ
の
実
施
を
推
進
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

２ 

基
本
計
画
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

青
少
年
が
安
全
に
安
心
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
で
き
る
よ
う
に

す
る
た
め
の
施
策
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
方
針 

 

二 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
適
切
な
利
用
に
関
す
る
教
育
及
び
啓
発
活
動
の
推

進
に
係
る
施
策
に
関
す
る
事
項 

 

三 

青
少
年
有
害
情
報
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
性
能
の
向
上
及

び
利
用
の
普
及
等
に
係
る
施
策
に
関
す
る
事
項 

 

四 

青
少
年
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
適
切
な
利
用
に
関
す
る
活
動
を
行
う
民

間
団
体
等
の
支
援
そ
の
他
青
少
年
が
安
全
に
安
心
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

を
利
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
施
策
に
関
す
る
重
要
事
項 

３ 

会
議
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
基
本
計
画
を
定
め
た
と
き
は
、
遅
滞
な

く
、
基
本
計
画
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

前
項
の
規
定
は
、
基
本
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

第
八
条 

子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
推
進
法
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
七
十
一

号
）
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
推
進
本
部
（
第
三

項
に
お
い
て
「
本
部
」
と
い
う
。
）
は
、
青
少
年
が
安
全
に
安
心
し
て
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
施
策
に
関
す
る
基
本
的
な
計

画
（
以
下
「
基
本
計
画
」
と
い
う
。
）
を
定
め
、
及
び
そ
の
実
施
を
推
進
す
る

も
の
と
す
る
。 

２ 

基
本
計
画
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

青
少
年
が
安
全
に
安
心
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
で
き
る
よ
う
に

す
る
た
め
の
施
策
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
方
針 

 

二 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
適
切
な
利
用
に
関
す
る
教
育
及
び
啓
発
活
動
の
推

進
に
係
る
施
策
に
関
す
る
事
項 

 

三 

青
少
年
有
害
情
報
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
性
能
の
向
上
及

び
利
用
の
普
及
等
に
係
る
施
策
に
関
す
る
事
項 

 

四 

青
少
年
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
適
切
な
利
用
に
関
す
る
活
動
を
行
う
民

間
団
体
等
の
支
援
そ
の
他
青
少
年
が
安
全
に
安
心
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

を
利
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
施
策
に
関
す
る
重
要
事
項 

３ 

本
部
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
基
本
計
画
を
定
め
た
と
き
は
、
遅
滞
な

く
、
基
本
計
画
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 
前
項
の
規
定
は
、
基
本
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

 
 

   
 



  

四 

〇
子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
推
進
法
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
七
十
一
号
）
（
附
則
第
六
条
関
係
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

目
次 

 

第
一
章 

総
則
（
第
一
条
―
第
六
条
） 

 

第
二
章 

子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
施
策
（
第
七
条
―
第
十
四
条
） 

 

第
三
章 

子
ど
も
・
若
者
が
社
会
生
活
を
円
滑
に
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
す
る
た
め
の
支
援
（
第
十
五
条
―
第
二
十
五
条
） 

 

第
四
章 

削
除 

  

第
五
章 

罰
則
（
第
三
十
四
条
） 

 

附
則 

  

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
子
ど
も
・
若
者
が
次
代
の
社
会
を
担
い
、
そ
の
健
や

か
な
成
長
が
我
が
国
社
会
の
発
展
の
基
礎
を
な
す
も
の
で
あ
る
こ
と
に
か
ん

が
み
、
日
本
国
憲
法
及
び
児
童
の
権
利
に
関
す
る
条
約
の
理
念
に
の
っ
と
り
、

子
ど
も
・
若
者
を
め
ぐ
る
環
境
が
悪
化
し
、
社
会
生
活
を
円
滑
に
営
む
上
で

の
困
難
を
有
す
る
子
ど
も
・
若
者
の
問
題
が
深
刻
な
状
況
に
あ
る
こ
と
を
踏

ま
え
、
子
ど
も
・
若
者
の
健
や
か
な
育
成
、
子
ど
も
・
若
者
が
社
会
生
活
を

円
滑
に
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
支
援
そ
の
他
の
取
組
（
以

下
「
子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
そ
の
基
本
理
念
、

国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
責
務
並
び
に
施
策
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
る

こ
と
等
に
よ
り
、
他
の
関
係
法
律
に
よ
る
施
策
と
相
ま
っ
て
、
総
合
的
な
子

ど
も
・
若
者
育
成
支
援
の
た
め
の
施
策
（
以
下
「
子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援

施
策
」
と
い
う
。
）
を
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

目
次 

 

第
一
章 

総
則
（
第
一
条
―
第
六
条
） 

 

第
二
章 

子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
施
策
（
第
七
条
―
第
十
四
条
） 

 

第
三
章 

子
ど
も
・
若
者
が
社
会
生
活
を
円
滑
に
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
す
る
た
め
の
支
援
（
第
十
五
条
―
第
二
十
五
条
） 

 

第
四
章 

子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
推
進
本
部
（
第
二
十
六
条
―
第
三
十
三

条
） 

 

第
五
章 

罰
則
（
第
三
十
四
条
） 

 

附
則 

  

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
子
ど
も
・
若
者
が
次
代
の
社
会
を
担
い
、
そ
の
健
や

か
な
成
長
が
我
が
国
社
会
の
発
展
の
基
礎
を
な
す
も
の
で
あ
る
こ
と
に
か
ん

が
み
、
日
本
国
憲
法
及
び
児
童
の
権
利
に
関
す
る
条
約
の
理
念
に
の
っ
と
り
、

子
ど
も
・
若
者
を
め
ぐ
る
環
境
が
悪
化
し
、
社
会
生
活
を
円
滑
に
営
む
上
で

の
困
難
を
有
す
る
子
ど
も
・
若
者
の
問
題
が
深
刻
な
状
況
に
あ
る
こ
と
を
踏

ま
え
、
子
ど
も
・
若
者
の
健
や
か
な
育
成
、
子
ど
も
・
若
者
が
社
会
生
活
を

円
滑
に
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
支
援
そ
の
他
の
取
組
（
以

下
「
子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
そ
の
基
本
理
念
、

国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
責
務
並
び
に
施
策
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
る

と
と
も
に
、
子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
推
進
本
部
を
設
置
す
る
こ
と
等
に
よ

り
、
他
の
関
係
法
律
に
よ
る
施
策
と
相
ま
っ
て
、
総
合
的
な
子
ど
も
・
若
者

育
成
支
援
の
た
め
の
施
策
（
以
下
「
子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
施
策
」
と
い

う
。
）
を
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 



 

五 

  
（
年
次
報
告
） 

第
六
条 
政
府
は
、
毎
年
、
国
会
に
、
我
が
国
に
お
け
る
子
ど
も
・
若
者
の
状

況
及
び
政
府
が
講
じ
た
子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
施
策
の
実
施
の
状
況
に
関

す
る
報
告
を
提
出
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

こ
ど
も
基
本
法
（
令
和
四
年
法
律
第 

 
 

号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
国
会
へ
の
報
告
及
び
公
表
が
さ
れ
た
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る

国
会
へ
の
報
告
及
び
公
表
が
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。 

  

（
子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
推
進
大
綱
） 

第
八
条 

政
府
は
、
子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
施
策
の
推
進
を
図
る
た
め
の
大

綱
（
以
下
「
子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
推
進
大
綱
」
と
い
う
。
）
を
定
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
推
進
大
綱
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定

め
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
施
策
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針 

 

二 

子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
施
策
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項 

 
 

イ 

教
育
、
福
祉
、
保
健
、
医
療
、
矯
正
、
更
生
保
護
、
雇
用
そ
の
他
の

各
関
連
分
野
に
お
け
る
施
策
に
関
す
る
事
項 

 
 

ロ 

子
ど
も
・
若
者
の
健
や
か
な
成
長
に
資
す
る
良
好
な
社
会
環
境
の
整

備
に
関
す
る
事
項 

 
 

ハ 

第
二
条
第
七
号
に
規
定
す
る
支
援
に
関
す
る
事
項 

 
 

ニ 

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援

施
策
に
関
す
る
重
要
事
項 

 

三 

子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
施
策
を
総
合
的
に
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な

国
の
関
係
行
政
機
関
、
地
方
公
共
団
体
及
び
民
間
の
団
体
の
連
携
及
び
協

力
に
関
す
る
事
項 

 

四 

子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
に
関
す
る
国
民
の
理
解
の
増
進
に
関
す
る
事

  

（
年
次
報
告
） 

第
六
条 

政
府
は
、
毎
年
、
国
会
に
、
我
が
国
に
お
け
る
子
ど
も
・
若
者
の
状

況
及
び
政
府
が
講
じ
た
子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
施
策
の
実
施
の
状
況
に
関

す
る
報
告
を
提
出
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
新
設
） 

    

（
子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
推
進
大
綱
） 

第
八
条 

子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
推
進
本
部
は
、
子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援

施
策
の
推
進
を
図
る
た
め
の
大
綱
（
以
下
「
子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
推
進

大
綱
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
推
進
大
綱
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定

め
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
施
策
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針 

 

二 

子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
施
策
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項 

 
 

イ 

教
育
、
福
祉
、
保
健
、
医
療
、
矯
正
、
更
生
保
護
、
雇
用
そ
の
他
の

各
関
連
分
野
に
お
け
る
施
策
に
関
す
る
事
項 

 
 

ロ 

子
ど
も
・
若
者
の
健
や
か
な
成
長
に
資
す
る
良
好
な
社
会
環
境
の
整

備
に
関
す
る
事
項 

 
 

ハ 

第
二
条
第
七
号
に
規
定
す
る
支
援
に
関
す
る
事
項 

 
 

ニ 

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援

施
策
に
関
す
る
重
要
事
項 

 

三 

子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
施
策
を
総
合
的
に
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な

国
の
関
係
行
政
機
関
、
地
方
公
共
団
体
及
び
民
間
の
団
体
の
連
携
及
び
協

力
に
関
す
る
事
項 

 

四 

子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
に
関
す
る
国
民
の
理
解
の
増
進
に
関
す
る
事



  

六 

項 

 
五 
子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
施
策
を
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
調
査
研
究

に
関
す
る
事
項 

 

六 

子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
に
関
す
る
人
材
の
養
成
及
び
資
質
の
向
上
に

関
す
る
事
項 

 

七 

子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
に
関
す
る
国
際
的
な
協
力
に
関
す
る
事
項 

 

八 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
施
策
を
推

進
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項 

３ 

こ
ど
も
基
本
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
同
項
の
こ
ど

も
大
綱
の
う
ち
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
部
分
は
、
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
定
め
ら
れ
た
子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
推
進
大
綱
と
み
な
す
。 

  

（
都
道
府
県
子
ど
も
・
若
者
計
画
等
） 

第
九
条 

都
道
府
県
は
、
子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
推
進
大
綱
を
勘
案
し
て
、

当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
お
け
る
子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
に
つ
い
て
の

計
画
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
都
道
府
県
子
ど
も
・
若
者
計
画
」
と
い
う
。
）

を
定
め
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

市
町
村
は
、
子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
推
進
大
綱
（
都
道
府
県
子
ど
も
・

若
者
計
画
が
定
め
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、
子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
推
進
大

綱
及
び
子
ど
も
・
若
者
計
画
）
を
勘
案
し
て
、
当
該
市
町
村
の
区
域
内
に
お

け
る
子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
に
つ
い
て
の
計
画
（
次
項
に
お
い
て
「
市
町

村
子
ど
も
・
若
者
計
画
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

都
道
府
県
又
は
市
町
村
は
、
都
道
府
県
子
ど
も
・
若
者
計
画
又
は
市
町
村

子
ど
も
・
若
者
計
画
を
定
め
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。 

  
 

 

第
四
章 

削
除 

 

項 

 

五 

子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
施
策
を
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
調
査
研
究

に
関
す
る
事
項 

 

六 

子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
に
関
す
る
人
材
の
養
成
及
び
資
質
の
向
上
に

関
す
る
事
項 

 

七 

子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
に
関
す
る
国
際
的
な
協
力
に
関
す
る
事
項 

 

八 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
施
策
を
推

進
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項 

３ 

子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
推
進
本
部
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
子
ど
も
・

若
者
育
成
支
援
推
進
大
綱
を
作
成
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。 

  

（
都
道
府
県
子
ど
も
・
若
者
計
画
等
） 

第
九
条 

都
道
府
県
は
、
子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
推
進
大
綱
を
勘
案
し
て
、

当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
お
け
る
子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
に
つ
い
て
の

計
画
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
都
道
府
県
子
ど
も
・
若
者
計
画
」
と
い
う
。
）

を
作
成
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

市
町
村
は
、
子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
推
進
大
綱
（
都
道
府
県
子
ど
も
・

若
者
計
画
が
作
成
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
推
進
大

綱
及
び
子
ど
も
・
若
者
計
画
）
を
勘
案
し
て
、
当
該
市
町
村
の
区
域
内
に
お

け
る
子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
に
つ
い
て
の
計
画
（
次
項
に
お
い
て
「
市
町

村
子
ど
も
・
若
者
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

３ 
都
道
府
県
又
は
市
町
村
は
、
都
道
府
県
子
ど
も
・
若
者
計
画
又
は
市
町
村

子
ど
も
・
若
者
計
画
を
作
成
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。 

  
 

 

第
四
章 
子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
推
進
本
部 

 



 

七 

 
第
二
十
六
条
か
ら
第
三
十
三
条
ま
で 

削
除 

                          

 

（
設
置
） 

第
二
十
六
条 

内
閣
府
に
、
特
別
の
機
関
と
し
て
、
子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援

推
進
本
部
（
以
下
「
本
部
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。 

  
 

（
所
掌
事
務
等
） 

第
二
十
七
条 

本
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 

 

一 

子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
推
進
大
綱
を
作
成
し
、
及
び
そ
の
実
施
を
推

進
す
る
こ
と
。 

 

二 

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
に
関
す
る
重

要
な
事
項
に
つ
い
て
審
議
す
る
こ
と
。 

 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
本
部
に
属

さ
せ
ら
れ
た
事
務 

２ 

本
部
は
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
、
必
要
に
応
じ
、

地
方
公
共
団
体
又
は
協
議
会
の
意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
。 

  
 

（
組
織
） 

第
二
十
八
条 

本
部
は
、
子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
推
進
本
部
長
、
子
ど
も
・

若
者
育
成
支
援
推
進
副
本
部
長
及
び
子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
推
進
本
部
員

を
も
っ
て
組
織
す
る
。 

  
 

（
子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
推
進
本
部
長
） 

第
二
十
九
条 

本
部
の
長
は
、
子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
推
進
本
部
長
（
以
下

「
本
部
長
」
と
い
う
。
）
と
し
、
内
閣
総
理
大
臣
を
も
っ
て
充
て
る
。 

２ 

本
部
長
は
、
本
部
の
事
務
を
総
括
し
、
所
部
の
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。 

  
 

（
子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
推
進
副
本
部
長
） 

第
三
十
条 

本
部
に
、
子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
推
進
副
本
部
長
（
以
下
「
副

本
部
長
」
と
い
う
。
）
を
置
き
、
内
閣
官
房
長
官
並
び
に
内
閣
府
設
置
法
（
平



  

八 

                            

成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
命
担
当
大
臣

で
あ
っ
て
同
項
の
規
定
に
よ
り
命
を
受
け
て
同
法
第
四
条
第
一
項
第
二
十
五

号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
事
務
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
同
条
第
三
項
に
規

定
す
る
事
務
を
掌
理
す
る
も
の
を
も
っ
て
充
て
る
。 

２ 

副
本
部
長
は
、
本
部
長
の
職
務
を
助
け
る
。 

  
 

（
子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
推
進
本
部
員
） 

第
三
十
一
条 

本
部
に
、
子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
推
進
本
部
員
（
次
項
に
お

い
て
「
本
部
員
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。 

２ 

本
部
員
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
。 

 

一 

国
家
公
安
委
員
会
委
員
長 

 

二 

総
務
大
臣 

 

三 

法
務
大
臣 

 

四 

文
部
科
学
大
臣 

 

五 

厚
生
労
働
大
臣 

 

六 

経
済
産
業
大
臣 

 

七 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
本
部
長
及
び
副
本
部
長
以
外
の
国
務

大
臣
の
う
ち
か
ら
、
内
閣
総
理
大
臣
が
指
定
す
る
者 

  
 

（
資
料
提
出
の
要
求
等
） 

第
三
十
二
条 

本
部
は
、
そ
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と

認
め
る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関
の
長
に
対
し
、
資
料
の
提
出
、
意
見
の
開

陳
、
説
明
そ
の
他
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

本
部
は
、
そ
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
前
項
に
規
定
す
る
者
以
外
の
者
に
対
し
て
も
、
必
要
な
協
力
を

依
頼
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  
 

（
政
令
へ
の
委
任
） 



 

九 

    
 

 

第
五
章 

罰
則 

 

第
三
十
四
条 

第
二
十
四
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又

は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

 

第
三
十
三
条 

第
二
十
六
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
本
部
の

組
織
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

  
 

 

第
五
章 

罰
則 

 

第
三
十
四
条 

第
二
十
四
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又

は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

 

 
 

  
 



  

一
〇 

〇 

復
興
庁
設
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
（
附
則
第
八
条
関
係
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 
 

 

附 
則 

  

（
他
の
法
律
の
適
用
の
特
例
） 

第
三
条 

復
興
庁
が
廃
止
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
お
け
る
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲

げ
る
法
律
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
欄
に
掲
げ
る
法
律
の
同
表
の
第

二
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

の
第
四
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。 

（
略
） 

（
略
） 
（
略
） 

（
略
） 

（
削
る
） 

   

（
削
る
） 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 
（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

 

 
 

 

附 

則 

  

（
他
の
法
律
の
適
用
の
特
例
） 

第
三
条 

復
興
庁
が
廃
止
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
お
け
る
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲

げ
る
法
律
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
欄
に
掲
げ
る
法
律
の
同
表
の
第

二
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

の
第
四
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

少
子
化
社
会
対
策

基
本
法
（
平
成
十

五
年
法
律
第
百
三

十
三
号
） 

第
十
九
条
第

三
項 

及
び
デ
ジ
タ
ル

大
臣 

、
デ
ジ
タ
ル
大

臣
及
び
復
興
大

臣 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

 

 
 

  
 



 

一
一 

〇 

子
ど
も
の
貧
困
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
六
十
四
号
）
（
附
則
第
九
条
関
係
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

目
次 

 

第
一
章 

総
則
（
第
一
条
―
第
七
条
） 

 

第
二
章 

基
本
的
施
策
（
第
八
条
―
第
十
四
条
） 

 

（
削
る
） 

 

附
則 

  

（
年
次
報
告
） 

第
七
条 

政
府
は
、
毎
年
、
国
会
に
、
子
ど
も
の
貧
困
の
状
況
及
び
子
ど
も
の

貧
困
対
策
の
実
施
の
状
況
に
関
す
る
報
告
を
提
出
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を

公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

こ
ど
も
基
本
法
（
令
和
四
年
法
律
第 

 
 
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
国
会
へ
の
報
告
及
び
公
表
が
さ
れ
た
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る

国
会
へ
の
報
告
及
び
公
表
が
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。 

  

（
子
ど
も
の
貧
困
対
策
に
関
す
る
大
綱
） 

第
八
条 

政
府
は
、
子
ど
も
の
貧
困
対
策
を
総
合
的
に
推
進
す
る
た
め
、
子
ど

も
の
貧
困
対
策
に
関
す
る
大
綱
（
以
下
「
大
綱
」
と
い
う
。
）
を
定
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

２ 

大
綱
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

子
ど
も
の
貧
困
対
策
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針 

 

二 

子
ど
も
の
貧
困
率
、
一
人
親
世
帯
の
貧
困
率
、
生
活
保
護
世
帯
に
属
す

る
子
ど
も
の
高
等
学
校
等
進
学
率
、
生
活
保
護
世
帯
に
属
す
る
子
ど
も
の

大
学
等
進
学
率
等
子
ど
も
の
貧
困
に
関
す
る
指
標
及
び
当
該
指
標
の
改
善

に
向
け
た
施
策 

目
次 

 

第
一
章 

総
則
（
第
一
条
―
第
七
条
） 

 

第
二
章 

基
本
的
施
策
（
第
八
条
―
第
十
四
条
） 

 

第
三
章 

子
ど
も
の
貧
困
対
策
会
議
（
第
十
五
条
・
第
十
六
条
） 

 

附
則 

  

（
子
ど
も
の
貧
困
の
状
況
及
び
子
ど
も
の
貧
困
対
策
の
実
施
の
状
況
の
公
表
） 

第
七
条 

政
府
は
、
毎
年
一
回
、
子
ど
も
の
貧
困
の
状
況
及
び
子
ど
も
の
貧
困

対
策
の
実
施
の
状
況
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
新
設
） 

    

（
子
ど
も
の
貧
困
対
策
に
関
す
る
大
綱
） 

第
八
条 

政
府
は
、
子
ど
も
の
貧
困
対
策
を
総
合
的
に
推
進
す
る
た
め
、
子
ど

も
の
貧
困
対
策
に
関
す
る
大
綱
（
以
下
「
大
綱
」
と
い
う
。
）
を
定
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

２ 
大
綱
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 
子
ど
も
の
貧
困
対
策
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針 

 

二 
子
ど
も
の
貧
困
率
、
一
人
親
世
帯
の
貧
困
率
、
生
活
保
護
世
帯
に
属
す

る
子
ど
も
の
高
等
学
校
等
進
学
率
、
生
活
保
護
世
帯
に
属
す
る
子
ど
も
の

大
学
等
進
学
率
等
子
ど
も
の
貧
困
に
関
す
る
指
標
及
び
当
該
指
標
の
改
善

に
向
け
た
施
策 



  

一
二 

 
三 

教
育
の
支
援
、
生
活
の
安
定
に
資
す
る
た
め
の
支
援
、
保
護
者
に
対
す

る
職
業
生
活
の
安
定
と
向
上
に
資
す
る
た
め
の
就
労
の
支
援
、
経
済
的
支

援
そ
の
他
の
子
ど
も
の
貧
困
対
策
に
関
す
る
事
項 

 

四 

子
ど
も
の
貧
困
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究
に
関
す
る
事
項 

 

五 

子
ど
も
の
貧
困
対
策
に
関
す
る
施
策
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
の
検
証
及

び
評
価
そ
の
他
の
子
ど
も
の
貧
困
対
策
に
関
す
る
施
策
の
推
進
体
制
に
関

す
る
事
項 

３ 

こ
ど
も
基
本
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
同
項
の
こ
ど

も
大
綱
の
う
ち
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
部
分
は
、
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
定
め
ら
れ
た
大
綱
と
み
な
す
。 

（
削
る
） 

 

（
削
る
） 

４ 

第
二
項
第
二
号
の
「
子
ど
も
の
貧
困
率
」
、「
一
人
親
世
帯
の
貧
困
率
」
、「
生

活
保
護
世
帯
に
属
す
る
子
ど
も
の
高
等
学
校
等
進
学
率
」
及
び
「
生
活
保
護

世
帯
に
属
す
る
子
ど
も
の
大
学
等
進
学
率
」
の
定
義
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

 
 

 
 

 

（
削
る
） 

 

（
削
る
） 

        

 

三 

教
育
の
支
援
、
生
活
の
安
定
に
資
す
る
た
め
の
支
援
、
保
護
者
に
対
す

る
職
業
生
活
の
安
定
と
向
上
に
資
す
る
た
め
の
就
労
の
支
援
、
経
済
的
支

援
そ
の
他
の
子
ど
も
の
貧
困
対
策
に
関
す
る
事
項 

 

四 

子
ど
も
の
貧
困
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究
に
関
す
る
事
項 

 

五 

子
ど
も
の
貧
困
対
策
に
関
す
る
施
策
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
の
検
証
及

び
評
価
そ
の
他
の
子
ど
も
の
貧
困
対
策
に
関
す
る
施
策
の
推
進
体
制
に
関

す
る
事
項 

３ 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
大
綱
の
案
に
つ
き
閣
議
の
決
定
を
求
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

 

４ 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
閣
議
の
決
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、

遅
滞
な
く
、
大
綱
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

前
二
項
の
規
定
は
、
大
綱
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

６ 

第
二
項
第
二
号
の
「
子
ど
も
の
貧
困
率
」
、「
一
人
親
世
帯
の
貧
困
率
」
、「
生

活
保
護
世
帯
に
属
す
る
子
ど
も
の
高
等
学
校
等
進
学
率
」
及
び
「
生
活
保
護

世
帯
に
属
す
る
子
ど
も
の
大
学
等
進
学
率
」
の
定
義
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

  
 

 

第
三
章 

子
ど
も
の
貧
困
対
策
会
議 

 

（
設
置
及
び
所
掌
事
務
等
） 

第
十
五
条 

内
閣
府
に
、
特
別
の
機
関
と
し
て
、
子
ど
も
の
貧
困
対
策
会
議
（
以

下
「
会
議
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。 

２ 

会
議
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 

 
一 
大
綱
の
案
を
作
成
す
る
こ
と
。 

 

二 
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
子
ど
も
の
貧
困
対
策
に
関
す
る
重
要
事

項
に
つ
い
て
審
議
し
、
及
び
子
ど
も
の
貧
困
対
策
の
実
施
を
推
進
す
る
こ

と
。 

３ 

文
部
科
学
大
臣
は
、
会
議
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
大
綱
の
案
を
作
成
す
る

に
当
た
り
、
第
八
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
文
部
科
学
省
の
所



 

一
三 

                

（
削
る
） 

掌
に
属
す
る
も
の
に
関
す
る
部
分
の
素
案
を
作
成
し
、
会
議
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

厚
生
労
働
大
臣
は
、
会
議
が
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
大
綱
の
案
を
作
成
す

る
に
当
た
り
、
第
八
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
厚
生
労
働
省
の

所
掌
に
属
す
る
も
の
に
関
す
る
部
分
の
素
案
を
作
成
し
、
会
議
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
会
議
が
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
大
綱
の
案
を
作
成
す

る
に
当
た
り
、
関
係
行
政
機
関
の
長
の
協
力
を
得
て
、
第
八
条
第
二
項
各
号

に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
前
二
項
に
規
定
す
る
も
の
以
外
の
も
の
に
関
す
る
部

分
の
素
案
を
作
成
し
、
会
議
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

６ 

会
議
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
大
綱
の
案
を
作
成
す
る
に
当
た
り
、
貧

困
の
状
況
に
あ
る
子
ど
も
及
び
そ
の
保
護
者
、
学
識
経
験
者
、
子
ど
も
の
貧

困
対
策
に
係
る
活
動
を
行
う
民
間
の
団
体
そ
の
他
の
関
係
者
の
意
見
を
反
映

さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 
 
 
 

 
 

（
組
織
等
） 

第
十
六
条 

会
議
は
、
会
長
及
び
委
員
を
も
っ
て
組
織
す
る
。 

２ 

会
長
は
、
内
閣
総
理
大
臣
を
も
っ
て
充
て
る
。 

３ 

委
員
は
、
会
長
以
外
の
国
務
大
臣
の
う
ち
か
ら
、
内
閣
総
理
大
臣
が
指
定

す
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
。 

４ 

会
議
の
庶
務
は
、
内
閣
府
に
お
い
て
文
部
科
学
省
、
厚
生
労
働
省
そ
の
他

の
関
係
行
政
機
関
の
協
力
を
得
て
処
理
す
る
。 

５ 
前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
会
議
の
組
織
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な

事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

 

 
 

 



  

一
四 

〇 

こ
ど
も
家
庭
庁
設
置
法
（
令
和
四
年
法
律
第 

 
 

号
）
（
附
則
第
十
条
関
係
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 

（
所
掌
事
務
） 

第
四
条 

こ
ど
も
家
庭
庁
は
、
前
条
第
一
項
の
任
務
を
達
成
す
る
た
め
、
次
に

掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 

 

一 

小
学
校
就
学
前
の
こ
ど
も
の
健
や
か
な
成
長
の
た
め
の
環
境
の
確
保
及

び
小
学
校
就
学
前
の
こ
ど
も
の
あ
る
家
庭
に
お
け
る
子
育
て
支
援
に
関
す

る
基
本
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
推
進
に
関
す
る
こ
と
。 

 

二 

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）
の
規

定
に
よ
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
給
付
そ
の
他
の
子
ど
も
及
び
子
ど
も
を

養
育
し
て
い
る
者
に
必
要
な
支
援
に
関
す
る
こ
と
（
同
法
第
六
十
九
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
拠
出
金
の
徴
収
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
。 

 

三 

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
）
に
規
定
す
る
認
定
こ

ど
も
園
に
関
す
る
制
度
に
関
す
る
こ
と
。 

 

四 

こ
ど
も
の
保
育
及
び
養
護
に
関
す
る
こ
と
。 

 

五 

こ
ど
も
の
あ
る
家
庭
に
お
け
る
子
育
て
の
支
援
体
制
の
整
備
並
び
に
地

域
に
お
け
る
こ
ど
も
の
適
切
な
遊
び
及
び
生
活
の
場
の
確
保
に
関
す
る
こ

と
。 

 

六 

こ
ど
も
の
福
祉
の
た
め
の
文
化
の
向
上
に
関
す
る
こ
と
。 

 

七 

母
子
家
庭
及
び
父
子
家
庭
並
び
に
寡
婦
の
福
祉
の
増
進
に
関
す
る
こ

と
。 

 

八 

第
四
号
か
ら
前
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
ど
も
、
こ
ど
も
の

あ
る
家
庭
及
び
妊
産
婦
そ
の
他
母
性
の
福
祉
の
増
進
に
関
す
る
こ
と
。 

 

九 

こ
ど
も
の
安
全
で
安
心
な
生
活
環
境
の
整
備
に
関
す
る
基
本
的
な
政
策

の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
推
進
に
関
す
る
こ
と
。 

 

（
所
掌
事
務
） 

第
四
条 

こ
ど
も
家
庭
庁
は
、
前
条
第
一
項
の
任
務
を
達
成
す
る
た
め
、
次
に

掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 

 

一 

小
学
校
就
学
前
の
こ
ど
も
の
健
や
か
な
成
長
の
た
め
の
環
境
の
確
保
及

び
小
学
校
就
学
前
の
こ
ど
も
の
あ
る
家
庭
に
お
け
る
子
育
て
支
援
に
関
す

る
基
本
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
推
進
に
関
す
る
こ
と
。 

 

二 

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）
の
規

定
に
よ
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
給
付
そ
の
他
の
子
ど
も
及
び
子
ど
も
を

養
育
し
て
い
る
者
に
必
要
な
支
援
に
関
す
る
こ
と
（
同
法
第
六
十
九
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
拠
出
金
の
徴
収
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
。 

 

三 

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
）
に
規
定
す
る
認
定
こ

ど
も
園
に
関
す
る
制
度
に
関
す
る
こ
と
。 

 

四 

こ
ど
も
の
保
育
及
び
養
護
に
関
す
る
こ
と
。 

 

五 

こ
ど
も
の
あ
る
家
庭
に
お
け
る
子
育
て
の
支
援
体
制
の
整
備
並
び
に
地

域
に
お
け
る
こ
ど
も
の
適
切
な
遊
び
及
び
生
活
の
場
の
確
保
に
関
す
る
こ

と
。 

 

六 

こ
ど
も
の
福
祉
の
た
め
の
文
化
の
向
上
に
関
す
る
こ
と
。 

 
七 

母
子
家
庭
及
び
父
子
家
庭
並
び
に
寡
婦
の
福
祉
の
増
進
に
関
す
る
こ

と
。 

 

八 
第
四
号
か
ら
前
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
ど
も
、
こ
ど
も
の

あ
る
家
庭
及
び
妊
産
婦
そ
の
他
母
性
の
福
祉
の
増
進
に
関
す
る
こ
と
。 

 

九 

こ
ど
も
の
安
全
で
安
心
な
生
活
環
境
の
整
備
に
関
す
る
基
本
的
な
政
策

の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
推
進
に
関
す
る
こ
と
。 



 

一
五 

 
十 

独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
が
行
う
独
立
行
政
法
人

日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）

第
十
五
条
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
災
害
共
済
給
付
に
関
す
る
こ
と
。 

 

十
一 
青
少
年
が
安
全
に
安
心
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
で
き
る
環
境

の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
八
条
第

一
項
に
規
定
す
る
基
本
計
画
の
作
成
及
び
推
進
に
関
す
る
こ
と
。 

 

十
二 

こ
ど
も
の
保
健
の
向
上
に
関
す
る
こ
と
（
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十

二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
の
規
定
に
よ
る
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
費

の
支
給
等
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
。 

 

十
三 

妊
産
婦
そ
の
他
母
性
の
保
健
の
向
上
に
関
す
る
こ
と
。 

 

十
四 

成
育
過
程
に
あ
る
者
及
び
そ
の
保
護
者
並
び
に
妊
産
婦
に
対
し
必
要

な
成
育
医
療
等
を
切
れ
目
な
く
提
供
す
る
た
め
の
施
策
の
総
合
的
な
推
進

に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
百
四
号
）
第
十
一
条
第
一
項
に
規

定
す
る
成
育
医
療
等
基
本
方
針
の
策
定
及
び
推
進
に
関
す
る
こ
と
。 

 

十
五 

旧
優
生
保
護
法
に
基
づ
く
優
生
手
術
等
を
受
け
た
者
に
対
す
る
一
時

金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
一
年
法
律
第
十
四
号
）
の
規
定

に
よ
る
一
時
金
の
支
給
等
に
関
す
る
こ
と
。 

 

十
六 

こ
ど
も
の
虐
待
の
防
止
に
関
す
る
こ
と
。 

 

十
七 

い
じ
め
防
止
対
策
推
進
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
一
号
）
の

規
定
に
よ
る
い
じ
め
の
防
止
等
に
関
す
る
相
談
の
体
制
そ
の
他
の
地
域
に

お
け
る
体
制
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。 

 

十
八 

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
ど
も
の
権
利
利
益
の
擁
護
に
関

す
る
こ
と
（
他
省
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。 

 

十
八
の
二 

こ
ど
も
基
本
法
（
令
和
四
年
法
律
第 

 
 

号
）
第
九
条
第
一

項
に
規
定
す
る
こ
ど
も
大
綱
の
策
定
及
び
推
進
に
関
す
る
こ
と
。 

 

十
九 

少
子
化
社
会
対
策
基
本
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
第

七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
大
綱
の
策
定
及
び
推
進
に
関
す
る
こ
と
。 

 

二
十 

子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
推
進
法
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
七
十
一

 

十 

独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
が
行
う
独
立
行
政
法
人

日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）

第
十
五
条
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
災
害
共
済
給
付
に
関
す
る
こ
と
。 

 

十
一 

青
少
年
が
安
全
に
安
心
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
で
き
る
環
境

の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
八
条
第

一
項
に
規
定
す
る
基
本
計
画
の
作
成
及
び
推
進
に
関
す
る
こ
と
。 

 

十
二 

こ
ど
も
の
保
健
の
向
上
に
関
す
る
こ
と
（
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十

二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
の
規
定
に
よ
る
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
費

の
支
給
等
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
。 

 

十
三 

妊
産
婦
そ
の
他
母
性
の
保
健
の
向
上
に
関
す
る
こ
と
。 

 

十
四 

成
育
過
程
に
あ
る
者
及
び
そ
の
保
護
者
並
び
に
妊
産
婦
に
対
し
必
要

な
成
育
医
療
等
を
切
れ
目
な
く
提
供
す
る
た
め
の
施
策
の
総
合
的
な
推
進

に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
百
四
号
）
第
十
一
条
第
一
項
に
規

定
す
る
成
育
医
療
等
基
本
方
針
の
策
定
及
び
推
進
に
関
す
る
こ
と
。 

 

十
五 

旧
優
生
保
護
法
に
基
づ
く
優
生
手
術
等
を
受
け
た
者
に
対
す
る
一
時

金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
一
年
法
律
第
十
四
号
）
の
規
定

に
よ
る
一
時
金
の
支
給
等
に
関
す
る
こ
と
。 

 

十
六 

こ
ど
も
の
虐
待
の
防
止
に
関
す
る
こ
と
。 

 

十
七 

い
じ
め
防
止
対
策
推
進
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
一
号
）
の

規
定
に
よ
る
い
じ
め
の
防
止
等
に
関
す
る
相
談
の
体
制
そ
の
他
の
地
域
に

お
け
る
体
制
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。 

 
十
八 

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
ど
も
の
権
利
利
益
の
擁
護
に
関

す
る
こ
と
（
他
省
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。 

 

（
新
設
） 

  

十
九 

少
子
化
社
会
対
策
基
本
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
第

七
条
に
規
定
す
る
大
綱
の
策
定
及
び
推
進
に
関
す
る
こ
と
。 

 

二
十 

子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
推
進
法
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
七
十
一



  

一
六 

号
）
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
推
進
大
綱
の

策
定
及
び
推
進
に
関
す
る
こ
と
。 

 

二
十
一 

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
（
子
ど

も
・
若
者
育
成
支
援
推
進
法
第
一
条
に
規
定
す
る
子
ど
も
・
若
者
育
成
支

援
を
い
う
。
次
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
関
係
行
政
機
関
の

事
務
の
連
絡
調
整
及
び
こ
れ
に
伴
い
必
要
と
な
る
当
該
事
務
の
実
施
の
推

進
に
関
す
る
こ
と
。 

 

二
十
二 

子
ど
も
の
貧
困
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法

律
第
六
十
四
号
）
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
大
綱
の
策
定
及
び
推
進
に

関
す
る
こ
と
。 

 

二
十
三 

大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律

第
八
号
）
の
規
定
に
よ
る
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
関
係

行
政
機
関
の
経
費
の
配
分
計
画
に
関
す
る
こ
と
。 

 

二
十
四 

こ
ど
も
、
こ
ど
も
の
あ
る
家
庭
及
び
妊
産
婦
そ
の
他
母
性
に
関
す

る
総
合
的
な
調
査
に
関
す
る
こ
と
。 

 

二
十
五 

所
掌
事
務
に
係
る
国
際
協
力
に
関
す
る
こ
と
。 

 

二
十
六 

政
令
で
定
め
る
文
教
研
修
施
設
に
お
い
て
所
掌
事
務
に
関
す
る
研

修
を
行
う
こ
と
。 

 

二
十
七 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
法
律
（
法
律
に
基
づ
く
命
令
を

含
む
。
）
に
基
づ
き
こ
ど
も
家
庭
庁
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
務 

２ 

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
ど
も
家
庭
庁
は
、
前
条
第
二
項
の
任
務

を
達
成
す
る
た
め
、
行
政
各
部
の
施
策
の
統
一
を
図
る
た
め
に
必
要
と
な
る

次
に
掲
げ
る
事
項
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
総
合
調
整
に
関
す
る
事
務
（
内

閣
官
房
が
行
う
内
閣
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
号
）
第
十
二
条
第
二
項

第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
を
除
く
。
）
を
つ
か
さ
ど
る
。 

 

一 

こ
ど
も
が
自
立
し
た
個
人
と
し
て
ひ
と
し
く
健
や
か
に
成
長
す
る
こ
と

の
で
き
る
社
会
の
実
現
に
向
け
た
基
本
的
な
政
策
に
関
す
る
事
項 

 

二 

結
婚
、
出
産
又
は
育
児
に
希
望
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
社
会
環
境
の
整

号
）
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
推
進
大
綱
の

作
成
及
び
推
進
に
関
す
る
こ
と
。 

 

二
十
一 

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
（
子
ど

も
・
若
者
育
成
支
援
推
進
法
第
一
条
に
規
定
す
る
子
ど
も
・
若
者
育
成
支

援
を
い
う
。
次
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
関
係
行
政
機
関
の

事
務
の
連
絡
調
整
及
び
こ
れ
に
伴
い
必
要
と
な
る
当
該
事
務
の
実
施
の
推

進
に
関
す
る
こ
と
。 

 

二
十
二 

子
ど
も
の
貧
困
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法

律
第
六
十
四
号
）
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
大
綱
の
策
定
及
び
推
進
に

関
す
る
こ
と
。 

 

二
十
三 

大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律

第
八
号
）
の
規
定
に
よ
る
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
関
係

行
政
機
関
の
経
費
の
配
分
計
画
に
関
す
る
こ
と
。 

 

二
十
四 

こ
ど
も
、
こ
ど
も
の
あ
る
家
庭
及
び
妊
産
婦
そ
の
他
母
性
に
関
す

る
総
合
的
な
調
査
に
関
す
る
こ
と
。 

 

二
十
五 

所
掌
事
務
に
係
る
国
際
協
力
に
関
す
る
こ
と
。 

 

二
十
六 

政
令
で
定
め
る
文
教
研
修
施
設
に
お
い
て
所
掌
事
務
に
関
す
る
研

修
を
行
う
こ
と
。 

 

二
十
七 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
法
律
（
法
律
に
基
づ
く
命
令
を

含
む
。
）
に
基
づ
き
こ
ど
も
家
庭
庁
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
務 

２ 

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
ど
も
家
庭
庁
は
、
前
条
第
二
項
の
任
務

を
達
成
す
る
た
め
、
行
政
各
部
の
施
策
の
統
一
を
図
る
た
め
に
必
要
と
な
る

次
に
掲
げ
る
事
項
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
総
合
調
整
に
関
す
る
事
務
（
内

閣
官
房
が
行
う
内
閣
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
号
）
第
十
二
条
第
二
項

第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
を
除
く
。
）
を
つ
か
さ
ど
る
。 

 

一 

こ
ど
も
が
自
立
し
た
個
人
と
し
て
ひ
と
し
く
健
や
か
に
成
長
す
る
こ
と

の
で
き
る
社
会
の
実
現
に
向
け
た
基
本
的
な
政
策
に
関
す
る
事
項 

 

二 

結
婚
、
出
産
又
は
育
児
に
希
望
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
社
会
環
境
の
整



 

一
七 

備
等
少
子
化
の
克
服
に
向
け
た
基
本
的
な
政
策
に
関
す
る
事
項 

 
三 
子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
に
関
す
る
事
項 

３ 

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
ど
も
家
庭
庁
は
、
前
条
第
二
項
の
任

務
を
達
成
す
る
た
め
、
内
閣
府
設
置
法
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
務
の

う
ち
、
前
条
第
一
項
の
任
務
に
関
連
す
る
特
定
の
内
閣
の
重
要
政
策
に
つ
い

て
、
当
該
重
要
政
策
に
関
し
て
閣
議
に
お
い
て
決
定
さ
れ
た
基
本
的
な
方
針

に
基
づ
い
て
、
行
政
各
部
の
施
策
の
統
一
を
図
る
た
め
に
必
要
と
な
る
企
画

及
び
立
案
並
び
に
総
合
調
整
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 

  
 

 
 

第
二
節 

特
別
の
機
関 

 

（
こ
ど
も
政
策
推
進
会
議
） 

第
八
条 

別
に
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
こ
ど
も
家
庭
庁
に
置
か
れ
る
特

別
の
機
関
は
、
こ
ど
も
政
策
推
進
会
議
と
す
る
。 

２ 

こ
ど
も
政
策
推
進
会
議
に
つ
い
て
は
、
こ
ど
も
基
本
法
（
こ
れ
に
基
づ
く

命
令
を
含
む
。
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

     

備
等
少
子
化
の
克
服
に
向
け
た
基
本
的
な
政
策
に
関
す
る
事
項 

 

三 

子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
に
関
す
る
事
項 

３ 

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
ど
も
家
庭
庁
は
、
前
条
第
二
項
の
任

務
を
達
成
す
る
た
め
、
内
閣
府
設
置
法
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
務
の

う
ち
、
前
条
第
一
項
の
任
務
に
関
連
す
る
特
定
の
内
閣
の
重
要
政
策
に
つ
い

て
、
当
該
重
要
政
策
に
関
し
て
閣
議
に
お
い
て
決
定
さ
れ
た
基
本
的
な
方
針

に
基
づ
い
て
、
行
政
各
部
の
施
策
の
統
一
を
図
る
た
め
に
必
要
と
な
る
企
画

及
び
立
案
並
び
に
総
合
調
整
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 

  
 

 
 

第
二
節 

特
別
の
機
関 

 

第
八
条 

別
に
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
こ
ど
も
家
庭
庁
に
置
か
れ
る
特

別
の
機
関
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下

欄
の
法
律
（
こ
れ
ら
に
基
づ
く
命
令
を
含
む
。
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

少
子
化
社
会
対
策
会
議 

少
子
化
社
会
対
策
基
本
法 

子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
推
進
本
部 

子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
推
進
法 

子
ど
も
の
貧
困
対
策
会
議 

子
ど
も
の
貧
困
対
策
の
推
進
に
関

す
る
法
律 

 

 
 

 
 



  

一
八 

〇 

こ
ど
も
家
庭
庁
設
置
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第 
 

 

号
）
（
附
則
第
十
一
条
関
係
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 

第
二
十
四
条 
削
除 

             

第
二
十
七
条 

削
除 

        

 

（
少
子
化
社
会
対
策
基
本
法
の
一
部
改
正
） 

第
二
十
四
条 

少
子
化
社
会
対
策
基
本
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
十
八
条
第
一
項
中
「
内
閣
府
」
を
「
こ
ど
も
家
庭
庁
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
十
九
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

３ 

委
員
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
。 

 
 

一 

内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項

に
規
定
す
る
特
命
担
当
大
臣
（
次
号
に
お
い
て
「
特
命
担
当
大
臣
」
と

い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
命
を
受
け
て
同
法
第
十
一
条

の
三
に
規
定
す
る
事
務
を
掌
理
す
る
も
の 

 
 

二 

内
閣
官
房
長
官
、
関
係
行
政
機
関
の
長
、
特
命
担
当
大
臣
（
前
号
に

掲
げ
る
特
命
担
当
大
臣
を
除
く
。
）
及
び
デ
ジ
タ
ル
大
臣
の
う
ち
か
ら
、

内
閣
総
理
大
臣
が
指
定
す
る
者 

  

（
子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
推
進
法
の
一
部
改
正
） 

第
二
十
七
条 

子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
推
進
法
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
七

十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
二
十
六
条
中
「
内
閣
府
」
を
「
こ
ど
も
家
庭
庁
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
二
十
九
条
第
二
項
を
削
る
。 

 
 

第
三
十
条
第
一
項
中
「
並
び
に
」
を
「
及
び
」
に
、「
第
四
条
第
一
項
第
二

十
五
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
事
務
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
同
条
第
三

項
」
を
「
第
十
一
条
の
三
」
に
改
め
る
。 

  

（
子
ど
も
の
貧
困
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 



 

一
九 

第
三
十
四
条 

削
除 

            

（
削
る
） 

      
 

 

附 

則 

 

第
五
条
か
ら
第
七
条
ま
で 

削
除 

      

第
三
十
四
条 

子
ど
も
の
貧
困
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年

法
律
第
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
十
五
条
第
一
項
中
「
内
閣
府
」
を
「
こ
ど
も
家
庭
庁
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
十
六
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

３ 

委
員
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
。 

 
 

一 

内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項

に
規
定
す
る
特
命
担
当
大
臣
で
あ
っ
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
命
を
受

け
て
同
法
第
十
一
条
の
三
に
規
定
す
る
事
務
を
掌
理
す
る
も
の 

 
 

二 

会
長
及
び
前
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
国
務
大
臣
の
う
ち
か
ら
、
内
閣

総
理
大
臣
が
指
定
す
る
者 

 
 

第
十
六
条
第
四
項
中
「
内
閣
府
」
を
「
こ
ど
も
家
庭
庁
」
に
改
め
る
。 

  

（
復
興
庁
設
置
法
の
一
部
改
正
） 

第
四
十
六
条 

復
興
庁
設
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

附
則
第
三
条
第
一
項
の
表
少
子
化
社
会
対
策
基
本
法
（
平
成
十
五
年
法
律

第
百
三
十
三
号
）
の
項
中
「
第
十
九
条
第
三
項
」
を
「
第
十
九
条
第
三
項
第

二
号
」
に
改
め
る
。 

  
 

 

附 

則 

 

（
少
子
化
社
会
対
策
基
本
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
） 

第
五
条 

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の

少
子
化
社
会
対
策
基
本
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ
て
い
る

少
子
化
社
会
対
策
会
議
は
、
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
少
子
化

社
会
対
策
基
本
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ
る
少
子
化
社
会

対
策
会
議
と
な
り
、
同
一
性
を
も
っ
て
存
続
す
る
も
の
と
す
る
。 

  

（
子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
推
進
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
） 



  

二
〇 

                 

（
政
令
へ
の
委
任
） 

第
九
条 

附
則
第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で
及
び
前
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、

こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
を

含
む
。
）
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

第
六
条 

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の

子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
推
進
法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ
て
い

る
子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
推
進
本
部
は
、
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
後
の
子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
推
進
法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
置
か

れ
る
子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
推
進
本
部
と
な
り
、
同
一
性
を
も
っ
て
存
続

す
る
も
の
と
す
る
。 

  

（
子
ど
も
の
貧
困
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措

置
） 

第
七
条 

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の

子
ど
も
の
貧
困
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
置
か
れ
て
い
る
子
ど
も
の
貧
困
対
策
会
議
は
、
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
後
の
子
ど
も
の
貧
困
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
十
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
置
か
れ
る
子
ど
も
の
貧
困
対
策
会
議
と
な
り
、
同
一
性
を
も

っ
て
存
続
す
る
も
の
と
す
る
。 

  

（
政
令
へ
の
委
任
） 

第
九
条 

附
則
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の

施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
を
含
む
。
）
は
、

政
令
で
定
め
る
。 

 

 
 

 


